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グループホーム まいはあと 

 

重要事項説明書 

 

１ 事業者 

 （１）法人名     医療法人財団弘慈会 

 （２）法人所在地   宮城県栗原市若柳字川北堤下２７番地 

 （３）電話番号    ０２２８－３２－４７９０ 

 （４）代表者     理事長 石橋 侑子 

 （５）設立年月日   昭和６２年８月１日 

 

２ 事業の概要 

 （１）事業所の種類  地域密着型認知症対応型共同生活介護 

            地域密着型介護予防認知症対応型共同生活介護 

 （２）事業の目的   本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利 

            用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄 

等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練

を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がそ 

の有する機能に応じ可能な限り自立した生活を営むことが 

できるよう支援することを目的とする。 

 （３）事業所の名称  医療法人財団弘慈会 

            グループホーム まいはあと 

            平成１５年 ４月 １日 宮城県第０４７１３００３５０号 

 （４）事業所の所在地 宮城県栗原市若柳字福岡谷地畑浦８８番地 

 （５）電話番号    ０２２８－３５－３７５５ 

 （６）管理者     佐藤 実樹 

 （７）運営方針    本事業は、施設の公的・社会的責務を自覚し、利用者が 

            明るく、楽しく、安らかに生きがいのある老後の生活が 

            できるよう、次の方針を持って運営する。 

1 明るい家庭的な雰囲気のホーム 

2 孤独感のないホーム 

3 張りと生きがいのあるホーム 

4 開かれたホーム 

 （８）開設年月日   平成１５年４月１日 
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３ 施設の概要 

（１）敷地面積      ６，０４７．１０  ㎡ 

（２）建物構造   木造平屋建て 

（３）延べ面積   １，０９５．８１ ㎡ 

（４）利用定員   ２７名  

（５）居室の種類  全室個室（和室・洋室あり） 

（６）主な設備   ①食堂         各棟１室 

②キッチン      各棟１室 

③リビングルーム   各棟１室 

④浴室        各棟１室 

 

４ 職員の配置状況  

（１）主な職員の配置状況 

① 施設長        １名（兼務） 

② 管理者        １名（兼務） 

③ 介護支援専門員    １名以上（兼務） 

④ 計画作成担当者    各棟１名（兼務） 

⑤ 介護職員      ２１名（常勤換算）以上 

（２）職員の勤務体制 

① 施設長       ９：００～１８：００    ４週８休 

② 管理者     

③ 介護支援専門員                      ４週８休 

④ 計画作成担当者及び介護職員 

※変形労働時間制によるものとし、１日８時間、週４０時間とする。 

⑤ 介護職員（パート） 

※変形労働時間制によるものとし、１週間の労働時間は４週を平均として

３０時間以内とする。 

 

５ サービスの概要 

（１ ）介護保険給付サービス 

① 食事 

・栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエテｲに富んだ食事を提供しま 

す。 

・食事はできるだけ利用者とともに調理・片付けを行います。 

朝食・・７：３０～ 昼食・・１２：００～ 夕食・・１７：３０～ 
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② 排泄 

・利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立に 

ついても適切な援助を行います。 

③ 入浴 

・利用者の身体状況に合わせ、基本的に週２回入浴の援助を行います。 

④ 離床、着替え、整容等 

・寝たきり防止のため、出きる限り離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。 

・シーツ交換は、週１回行います。 

⑤ 機能訓練 

・利用者の状況に適合した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよ 

う努めます。 

    ⑥ レクリエーション 

      ・利用者の状況に適合した集団的に行うレクリエーションや歌・体操、季

節に合った行事、趣味活動等を実施します。 

⑦ 健康管理 

・利用者の健康状態の把握に努めます。また、緊急等必要な場合には主 

治医あるいは協力医療機関等に責任を持って引き継ぎます。 

⑧ 相談及び援助 

・当施設は、利用者及びその家族からのいかなる相談についても誠意を 

もって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

⑨ 社会生活上の便宜 

・行政機関に対する手続きが必要な場合には、利用者及び家族の状況に 

よっては、代わりに行います。 

（尚、諸手続きにかかる費用は実費となります。） 

（２）介護保険給付対象とならないサービス（利用料金の全額を利用者が負担） 

① 理容 

・ 外出が難しい場合は、理容師による訪問理髪サービスへの連絡の代行 

を行います。 

費用は顔そり１，０００円、理髪２，０００円となります。 

② 日常生活品の購入代行 

・ 利用者及び家族で購入が難しい場合は、購入代行を行います。 

あらかじめお小遣いをお預かりさせて頂く場合があります。 

③ クラブ活動及びレクリエーション等使用されます材料費 
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６ 利用料 

（１）基本利用料金（円／日） 

   要介護度 

項目 

要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

（介護保険適用負担額） 

 

７４９ 

 

７５３ 

 

７８８ 

 

８１２ 

 

８２８ 

 

８４５ 

 

食 

 

費 

朝 食 ３５０ 

昼 食   ４５０ 

夕 食 ４５０ 

合    計 １,２５０ 

家   賃 ６５０ 

水道光熱費 ６５０ 

医療連携体制加算（Ⅰ）イ 

（介護保険適用負担額） 

 

５７ 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

（介護保険適用負担額） 

 

２２ 

小計 1 日あたり ３,３７８ ３,３８２ ３,４１７ ３,４４１ ３,４５７ ３,４７４ 

協力医療機関連携加算（Ⅰ） 

（介護保険適用負担額） 

 

１００/月 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

（介護保険適用負担額） 

 

２００/月 

科学的介護推進体制加算 

（介護保険適用負担額） 

 

４０/月 

生産性向上推進体制加算

（Ⅱ） 

 

１０/月 

合計 1 ヶ月（30 日） １０１，６９０ １０１，８１０ １０２，８６０ １０３，５８０ １０４，０６０ １０４，５７０ 

※１ 各種加算項目（介護保険適用負担額） 

 ○入院時費用：医療機関へ入院後３ヵ月以内に退院が見込まれる利用者が再 

  入居できる体制を整えます。      １ヵ月６日を限度１日２４６円 

○看取り介護加算：医師により回復の見込みがないと判断された利用者で本                                                                                                                                                                                                                                             

  人及び家族がホームでの看取りを希望された場合、医師、看護師、介護職

員と連携を取りながら家庭的な環境のもとで最期を迎えることができる
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ようにします。      死亡日以前３１日～４５日 １日  ７２円 

              死亡日以前４日～３０日  １日 １４４円 

           死亡日前日及び前々日   １日 ６８０円 

           死亡日        １日 １，２８０円 

○初期加算：入居した日から３０日間のみ          １日３０円 

  ※医療機関に１ヵ月以上入院し、再入居する場合も初期加算あり。 

○協力医療機関連携加算（Ⅰ）：協力医療機関との間で、利用者等の同意を 

得て、当該利用者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催します。 

利用者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応 

を行う体制を常時確保している。また、高齢者施設等からの診療の求めが 

あった場合において、診療を行う体制を常時確保している。                    

１ヵ月１００円 

○医療連携体制加算（Ⅰ）イ（Ⅰ）ロ（Ⅰ）ハ（Ⅱ）：事業所の職員として 

看護師を常勤換算で１名以上配置している。事業所の職員である看護師、 

又は病院の看護師との連携により、２４時間連絡できる体制を確保してい 

る。また、重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者 

又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意をいただきます。       

（Ⅰ）イ１日５７円（Ⅰ）ロ１日４７円 （Ⅰ）ハ１日３７円（Ⅱ）５円 

○退居時情報提供加算：医療機関へ退居する利用者等について、退居後の医 

療機関に対して利用者等を紹介する際、利用者等の同意を得て、当該利用 

者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供します。 

１人につき１回限り２５０円 

○退居時相談援助加算：利用期間が１ヶ月を超える利用者及び家族等に対し 

て、退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービ 

ス又は福祉サービスについて相談援助行い、利用者の同意を得て、退居の 

日から２週間以内に退居後の居宅地を管轄する市町村に対して必要な情 

報を提供します。               １回を限度に４００円 

〇認知症専門ケア加算（Ⅰ）：日常生活に支障を来すおそれのある症状若し

くは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合が２

分の１以上である。 

認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を１名以上配置し、チームと

して専門的な認知症ケアを実施している。また、事業所の従業者に対する

認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術指導に係る会議を定期的に

実施します。                       １日３円 

〇認知症チームケア推進加算（Ⅱ）：日常生活に支障を来すおそれのある症 

状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割 

合が２分の１以上である。 
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認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修

を修了している者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員からなる認

知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 

対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、そ

の評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等のチームケ

アを実施していること。 

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファ

レンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度につ

いての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直しを実施します。 

                                                   1ヶ月１２０円 

〇生産性向上推進体制加算（Ⅱ）：利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の

開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づい

た改善活動を継続的に行っていること。 

見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。 

１年以内ごとに１回、業務改善の取り組みによる効果を示すデータのオ

ンラインでの提出を行なうこと。           1ヵ月１０円             

〇生活機能向上連携加算（Ⅰ）（Ⅱ）：利用者に対してリハビリテーション

を実施している医療提供施設の医師が、施設を訪問した際に、計画作成

担当者が医師と利用者の身体状況等の評価を共同して行い、かつ生活機

能の向上を目的とした介護計画を作成し、医師と連携し、介護計画に基

づく介護を行います。 （Ⅰ）１ヵ月１００円 （Ⅱ）１ヵ月２００円 

〇口腔衛生管理体制加算：歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生

士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言や指導を月１回以上

受けそれに基づき利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画を作成し

ます。                       １ヵ月３０円 

〇科学的介護推進体制加算：利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、 

認知症の状況その他の利用者の心身状況等に係る基本的な情報を厚生  

労働省に提出、必要に応じて介護計画を見直し、必要な情報を活用しま

す。                        １ヵ月４０円 

○介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）：所定単位数の１８．６％を加算 

  介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）：所定単位数の１７．８％を加算 

  介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）：所定単位数の１５．５％を加算 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）：所定単位数の１２．５％を加算 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）～（１４） 

：現行の３加算の取得状況に基づく加算率となります。 
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○若年性認知症利用者受入加算：６４歳以下の利用者ごとに個別に担当を定 

めニーズに応じたサービス提供を行います。       １日１２０円 

※２ 職員の配置･勤務状況により、下記の加算内容及び料金が変わる場合が 

あります。事前に説明させて頂きますのでご了承下さい。 

○サービス提供体制強化加算（Ⅰ）：１日２２円 

①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が７０％以上である。 

②勤続１０年以上の介護福祉士の占める割合が２５％以上である。 

○サービス提供体制強化加算（Ⅱ）：１日１８円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が６０％以上である。 

○サービス提供体制強化加算（Ⅲ）：１日６円 

①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が５０％以上である。 

②職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が７５％以上である。 

③利用者に直接サービスを提供する職員の総数のうち、勤続年数７年（一 

部３年）以上の者の占める割合が３０％以上である。 

※  一定以上の所得のある方は、介護サービス費の負担割合が２割または 

３割になります。 

（２）その他 

    通院時の受診料や薬代、理美容費、行事参加費、おむつ代など日常生活で

必要な費用は自己負担となります。 

（３）利用料金の支払方法について 

    原則として、毎月１５日頃までに前月分の利用料金の請求書を送付いたし

ますので、２５日までに窓口にて納入下さい。 

尚詳細については利用者と事業所が協議し決定いたします。 

（４）利用料金の支払期間について 

    原則として、請求日より３ヶ月間滞納された場合につきましては、退居し

ていただくこととなります。 

 

７ 協力医療機関 

医療を必要とする場合は、利用者の希望により、下記協力医療機関において治療 

 や入院治療を受けることができます。 

（１）協力医療機関 

  ① 医療機関の名称  石橋病院 

  ② 所在地      宮城県栗原市若柳字川北堤下２７番地 

  ③ 診療科      内科、呼吸器科、整形外科、リウマチ科、緩和ケア科、 

精神科、老年精神科、リハビリテーション科 
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（２）協力歯科医療機関 

  ① 医療機関の名称  かさま歯科医院 

  ② 所在地      宮城県栗原市若柳字川南南大通８－１７ 

 

８ 緊急時における対応 

（１）利用者の健康に急激な変化があった場合には、協力医療機関の石橋病院へ 

通院させていただきます。 

（２ ）地震や火災などの非常災害の場合には、まいはあとの消防計画に沿って対 

応いたします。 

 

９ 事故発生時における対応 

（１）利用者に事故が発生した場合には、協力医療機関の石橋病院へ連絡後、速 

やかに通院させていただきます。 

（２）利用者の状態等につきましては、家族へその都度連絡させていただきます 

が、あくまで「人命尊重」の原則に従って対応を行います。従って、家族への 

連絡がつかなかったり、家族との相談・指示をいただかないうちに緊急処置・ 

緊急入院等に医療処置が及ぶ場合がございますのでご了承下さい。 

 

１０ 苦情の受付について 

  事業所でのご利用に関わる苦情や相談については、下記のとおりとなっております。 

（１） 苦情解決責任者     施設長      小林 恒三郎 

            管理者      佐藤 実樹 

苦情受付担当者     主任       小野寺 悦子 

主任       大槻 啓子 

                 ＴＥＬ ０２２８－３５－３７５５ 

受付時間 午前９時００分～午後５時００分 

（２）第三者委員会      歯科医師     笠間 八十公 

               ＴＥＬ ０２２８－３２－６３３１ 

               受付時間 午前９時００分～午後５時００分 

                    （ 月・火・木・金曜日 ） 

（３）第三者機関として下記事業所でも受け付けております。（土・日・祝日除く） 

      栗原市市民生活部 介護福祉課 介護保険係 

                 ＴＥＬ  ０２２８－２２－１３５０ 

宮城県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

                 ＴＥＬ  ０２２－２２２－７７００ 

                 ＦＡＸ  ０２２－２２２－７２６０ 

                 受付時間 午前９時００分～午後４時００分 
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１１ 地域との連携について 

  （１）運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行

う等地域との交流に努めます。 

  （２）利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する圏域の地域包

括支援センターの職員等により構成される協議会を設置し、概ね２月に１回以

上運営推進会議を開催します。 

  （３）運営推進会議に対し、サービス内容及び活動状況を報告し、運営推進会議に

よる評価を受けるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会を設けます。また、

報告・評価・要望・助言等についての記録を作成し、公表します。 

 

１２ 施設利用の留意事項 

  （１）来訪・面会 

      来訪者は、面会簿を記入しその都度職員に届け出て下さい。 

  （２）宿泊 

宿泊される場合には、宿泊許可申請書を記入し必ず許可を得て下さい。  

（３）外出・外泊 

      外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅時間を外出外泊申請書に記入し職

員に申し出て下さい。 

      外出・外泊時の利用者の様子を帰設後、職員に報告して下さい。 

（４）居室・設備・器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに

反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがござい

ます。 

また、上記以外の各居室内の修繕については、退居時、または入居中で 

     あっても経年化に伴う修繕の必要性を当施設、または利用者及び家族が判断 

     した場合、ご相談の上入居時の状態を基準として修繕を実施致します。その 

際事前に修繕内容、見積もり金額を双方で検討し費用については当施設と利 

     用者との負担とさせて頂きます。 

     尚、業者の選定については当施設へ一任頂いております。 

（５）喫煙・飲酒 

喫煙及び飲酒は、利用者・家族・主治医と相談したうえ適量を決められ

た場所でのみ可能です。 

（６ ）迷惑行為等 

騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに

他の利用者の居室等に立ち入らないようにして下さい。 

（７）宗教活動・政治活動 

施設内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。 
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（８）動物飼育 

施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りいたします。 

 

１３ 衛生管理等 

  （１）利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について衛生 

的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

  （２）食中毒及び感染症の予防及びまん延の防止のための措置等について、必要に 

応じて保健所の助言、指示を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

  （３）当施設において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置 

を講じます。 

    ① 当施設における感染症の予防予防及びまん延の防止のための対策を検討 

     する委員会を６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者 

に周知します。 

    ② 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備して 

います。 

    ③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため研修及び訓練を定期 

的に実施します。 

 

１４ 業務持続計画の策定について 

  （１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスを継続するた 

めの計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を 

講じます。 

  （２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓 

練を定期的に実施します。 

  （３）定期的に業務継続計画の見直しを行う、必要に応じて業務継続計画の変更を 

行います。 

 

１５ 第三者評価の実施状況 

  （１）第三者評価の実施     有 

  （２）実施した直近の年月日   令和６年１１月１４日 

  （３）実施した評価機関の名称  ＮＰＯ法人一万人市民委員会宮城県民の会 

  （４）評価結果の開示状況    WAMNET（ワムネット）上に掲載 

 

１６ 虐待の防止について 

  当施設は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次 

  に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

  （１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その 
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結果について従業者に周知を図ります。 

  （２）虐待防止のための指針を整備します。 

  （３）従業者に対し、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

  （４）前３項に掲げる措置を適正に実施するための担当者を設置します。 

 

１７ 身体拘束について 

  当施設は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、利用者又

は身元引受人に、態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない

理由等を説明し、記録をするとともに、解除することを目標に観察、再検討を行い

ます。 

  （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する員会を定期的に開催するとと 

もに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

  （２）身体的拘束等の適正化の指針を整備します。 

  （３）従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

  付 則  この重要事項説明書は、令和５年８月１日から施行する。 

  付 則  この重要事項説明書は、令和６年４月１日から施行する。 

  付 則  この重要事項説明書は、令和６年６月１日から施行する。 

  付 則  この重要事項説明書は、令和６年８月１日から施行する。 

  付 則  この重要事項説明書は、令和７年１月１日から施行する。 

  付 則  この重要事項説明書は、令和７年４月１日から施行する。 

  付 則  この重要事項説明書は、令和７年７月１日から施行する。 

  付 則  この重要事項説明書は、令和７年８月１日から施行する。 

  付 則  この重要事項説明書は、令和７年１２月１日から施行する。 

  付 則  この重要事項説明書は、令和８年１月５日から施行する。 
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私は、本書面に基づいて事業所の職員（職名       氏名       ）から  

上記重要事項の説明を受け確認及び同意いたします。 

 

令和  年  月  日 

 

利用者       住所                          

 

          氏名                    印 

 

身元引受人     住所                          

 

          氏名                    印 

 

          続柄             


